
議案第9号

南風原町避難行動要支援者名簿に関する条例

南風原町避難行動要支援者名簿に関する条例を別紙のとおり提出する。

令和6年3月4日提出

(提案理由)

南風原町個人情報保護条例の廃止に伴い、同条例の規定に基づき、南風原町情報公

開及び個人情報保護制度運営審議会の了承を得て避難支援等関係者に行っていた名簿

の提供が出来ないため、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第四条のⅡ第2項

の規定に基づき、新たに条例を制定する必要があるため提案する。

南風原町長赤嶺正之



南風原町避難行動要支援者名簿に関する条例

(目的)

第1条この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の規定に基づく避難支

援等関係者への名簿情報の提供に関し必要な事項を定めることにより、避難行動要支

援者に対する円滑かっ迅速な避難支援等の実施を支援し、もって避難行動要支援者の

生命及び身体を災害から保護することを目的とする

(定義)

第2条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による

(1)避難行動要支援者高齢者、障害者その他の特に配慮を要する者として規則で

定める者のうち、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に自ら避難するこ

とが困難な者であって、その円滑かっ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要す

る者をいう

(2)避難支援等避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身

体を災害から保護するために必要な措置をいう。

(3)避難支援等関係者南風原町民生委員・児童委員連合会社会福祉法人南風原

町社会福祉協議会、東部消防組合、沖縄県与那原察署の避難支援等の実施に携わ
る関係者をいう。

(4)避難行動要支援者名簿避難行動要支援者にっいて避難支援等を実施するため

の基礎となる名簿をいう。

(5)名簿情報避難行動要支援者名簿に記載し、又は記録された情報をいう。

(名簿情報の取扱いに関する協定)

第3条名簿情報の提供を受けようとする避難支援等関係者は、町長と名簿情報の取扱
いに関する協定を締結しなけれぱならない

(名簿情報の提供)

第4条町長は、災害の発生等に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、前条の規定

により協定を締結した避難支援等関係者に対し、名簿情報を提供するものとする。こ

の場合においては、名簿情報を提供することにっいて本人の同意を得ることを要しな



(名簿情報の漏えいの防止のための措置)

第5条前条の規定による名簿情報の提供を受けた者(以下「名簿情報の提供を受けた

者」という。)は、提供を受けた名簿情報について保管場所を施錠すること、その他

情報の漏えいの防止のために必要かつ適切な措置を講じなけれぱならない。

(利用及び提供の制限)

第6条名簿情報の提供を受けた者又は当該名簿情報を利用して避難支援等の実施に携

わる者は、避難支援等の用に供する目的以外の目的のために、当該名簿情報を自ら利

用し、又は第三者に提供してはならない

(守秘義務)

第7条名簿情報の提供を受けた者若しくは当該名簿情報を利用して避難支援等の実施

に携わる者又はこれらの者であった者は、正当な理由なく、当該名簿情報に係る避難

行動要支援者に関して知り得た秘密を漏らしてはならない

倖&告及び検査)

第8条町長は、第3条の規定により締結した協定の内容が遵守されてぃることを確.

するため必要があると認めるときは、名簿情報の提供を受けた者に対し、提供した名

簿情報の管理に関して報告を求め、又は提供した名簿情報の管理の状況を検査する

とができる

(委任)

第9条この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定

める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に町長と避難支援等関係者との間で締結された災害時要支援者貸与名簿の

取扱に関する覚書は、第3条の規定に基づき締結された協定とみなす。

3 施行日前に災害対策基本法第四条のⅡ第2項の規定に基づき町長が提供した名簿情

報は、第4条の規定に基づき提供された名簿情報とみなす


